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川
建
久
新
制

本
章
で
は
、
鎌
倉
期
か
ら
南
北
朝
期
の
新
制
と
都
市
法
を
通
し
て
、
中
世
京
都
の
公
共
機
能
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

中
世
に
お
け
る
新
制
は
、
そ
の
発
布
自
体
が
徳
政
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
、
ま
た
多
様
な
徳
政
・
援
災
の
政
策
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の

（
帥
）

中
に
は
京
都
の
公
共
機
能
に
関
す
る
法
、
つ
ま
り
都
市
が
「
多
様
性
と
開
放
性
を
前
提
と
し
た
場
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
必
然
的
に
生
じ
る
共

通
の
利
害
に
つ
い
て
の
法
が
あ
っ
た
。

十
世
紀
の
都
市
法
に
は
、
①
京
都
に
お
け
る
治
安
維
持
の
法
、
②
獄
の
規
律
、
③
道
路
環
境
の
清
掃
・
保
全
と
困
窮
者
保
護
、
④
殺
生
禁

断
な
ど
の
内
容
が
あ
っ
た
。
平
安
期
の
新
制
で
は
、
都
市
法
と
し
て
新
た
に
⑤
不
安
定
な
居
住
の
規
制
と
掌
握
の
法
が
定
め
ら
れ
た
。
鎌
倉

期
の
新
制
に
は
、
こ
れ
ら
の
①
か
ら
⑤
の
内
容
が
繰
り
返
し
現
れ
る
。

一
師

平
安
京
・
京
都
の
都
市
法
と
公
共
領
域

一重ｰ

冒兄
第
二
章
鎌
倉
・
南
北
朝
期
の
新
制
と
都
市
法

第
一
節
鎌
倉
期
に
お
け
る
新
制
の
継
承
と
変
化

(二）

高
谷

知

佳
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ま
た
鎌
倉
期
の
新
制
に
は
、
京
都
に
関
連
し
て
、
過
差
禁
令
や
、
朝
廷
の
公
事
の
遂
行
や
各
官
司
の
警
護
な
ど
の
法
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は

厳
密
に
は
都
市
の
公
共
機
能
に
関
す
る
法
で
は
な
い
が
、
都
市
民
の
視
線
を
前
提
と
し
て
権
威
や
規
範
を
示
す
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
り
、

首
都
と
い
う
場
に
お
け
る
法
と
し
て
検
討
に
含
め
た
い
。
ま
た
治
安
維
持
の
法
を
中
心
に
、
京
都
に
対
す
る
も
の
と
限
定
さ
れ
て
い
な
い
場

合
が
あ
る
が
、
検
非
違
使
に
取
締
り
を
命
じ
て
い
る
場
合
は
検
討
に
含
め
る
。

保
元
・
治
承
の
新
制
の
の
ち
、
治
承
四
年
の
福
原
遷
都
・
還
都
を
経
て
、
平
氏
政
権
は
新
制
に
向
け
た
諮
問
を
行
っ
た
が
、
都
落
ち
に
よ

り
漬
え
た
。
代
わ
っ
て
寿
永
二
年
（
二
八
三
）
に
践
詐
し
た
後
鳥
羽
天
皇
の
も
と
で
、
元
暦
へ
の
代
始
改
元
と
新
制
発
布
が
行
わ
れ
、
文

（
田
）

治
三
年
（
二
八
七
）
に
も
新
制
七
か
条
が
発
せ
ら
れ
た
が
、
全
文
は
残
っ
て
い
な
い
・

後
鳥
羽
天
皇
の
成
人
を
機
と
す
る
建
久
新
制
は
、
保
元
と
同
じ
く
国
家
統
治
の
法
と
朝
廷
の
内
部
規
律
の
二
度
に
分
か
れ
て
発
せ
ら
れ
、

都
市
法
は
後
者
の
建
久
二
年
三
月
二
十
九
日
令
（
二
九
一
、
以
下
建
久
Ⅱ
令
）
の
二
六
ケ
条
に
含
ま
れ
る
。
以
下
で
は
、
新
制
の
条
文
番
号

（
館
）

は
「
中
世
法
制
史
料
集
」
六
巻
の
も
の
を
用
い
る
。

建
久
Ⅱ
令
の
二
六
ケ
条
の
う
ち
、
京
都
と
い
う
場
に
お
け
る
も
の
と
し
て
は
、
朝
廷
の
年
中
行
事
や
祭
礼
に
お
け
る
過
差
禁
令
（
六
二
‐

七
○
条
）
、
朝
廷
の
各
所
の
警
護
や
車
馬
雑
畜
の
進
入
を
禁
じ
る
も
の
（
七
一
・
七
二
・
八
六
条
）
が
あ
り
、
ま
た
私
出
挙
の
利
息
制
限
（
八
三

条
）
は
京
都
に
対
す
る
も
の
と
明
示
は
し
て
い
な
い
が
、
検
非
違
使
庁
に
取
締
り
を
命
じ
て
い
る
。

都
市
の
公
共
機
能
を
め
ぐ
る
法
は
七
三
‐
八
二
条
に
並
ん
で
お
り
、
先
行
研
究
に
お
い
て
特
に
注
目
さ
れ
て
き
た
の
が
、
⑤
流
動
的
な
住

民
の
把
握
と
規
制
に
つ
い
て
の
「
可
令
在
家
家
主
申
寄
宿
輩
事
」
（
七
九
条
）
で
あ
り
、
五
味
文
彦
氏
は
保
元
新
制
以
来
、
保
検
非
違
使
が
家

（
銘
）

主
を
通
し
て
寄
宿
人
を
把
握
す
る
こ
と
を
定
め
、
保
や
在
家
が
行
政
・
裁
判
の
重
要
な
単
位
と
な
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

大
村
拓
生
氏
は
、
屋
地
の
紛
失
状
証
判
の
あ
り
方
の
研
究
か
ら
、
保
検
非
違
使
が
住
民
を
十
分
に
掌
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
指
摘

（
“
）

す
る
。
本
稿
で
は
、
治
安
維
持
な
ど
を
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
法
に
お
い
て
、
在
家
に
対
す
る
も
の
が
増
え
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
と
考
え
る
。

①
治
安
維
持
の
た
め
の
役
賦
課
と
し
て
、
「
一
、
可
催
勤
京
中
諸
保
夜
行
事
」
（
七
三
条
）
で
、
十
一
世
紀
半
ば
以
降
に
京
中
の
保
に
課
せ



平安京・京都の都市法と公共領域口3－

〆ヘ

る§Z
O

ま
た
治
安
を
乱
す
騒
擾
の
禁
止
と
し
て
、
「
可
停
止
隣
里
雑
人
群
飲
射
的
事
」
（
七
八
条
）
が
あ
る
。
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
九
世
紀

以
来
、
都
市
の
遊
興
と
騒
擾
を
禁
ず
る
法
は
繰
り
返
し
発
せ
ら
れ
て
お
り
、
貞
観
八
年
正
月
二
十
三
日
の
官
符
「
禁
制
諸
司
諸
院
諸
家
人
々

焼
尾
荒
鎮
又
責
人
求
飲
及
臨
時
群
飲
事
」
で
は
同
じ
く
「
群
飲
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
住
民
に
饗
応
を
強
制
す
る
こ
と
を
主

（
妬
）

と
し
て
禁
じ
て
い
た
。
し
か
し
七
八
条
で
は
「
仰
、
群
飲
之
類
、
積
習
為
常
、
射
的
之
輩
、
競
来
成
党
、
然
間
、
被
菅
争
論
之
萌
牙
、
兼
為

闘
殺
之
根
本
元
、
云
彼
云
是
、
不
可
不
禁
、
宜
仰
有
司
、
固
加
厳
制
」
つ
ま
り
遊
興
が
常
習
化
し
て
徒
党
を
組
み
、
こ
れ
ら
が
喧
嘩
闘
乱
に

つ
な
が
る
の
で
厳
禁
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
一
方
的
な
饗
応
の
強
要
よ
り
も
、
広
汎
な
層
へ
の
遊
興
の
広
が
り
自
体
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
。
関
連
し
て
、
④
殺
生
禁
断
に
つ
い
て
も
、
平
安
期
に
は
狩
猟
に
伴
う
饗
応
の
強
制
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
新
制
で
は
全
国
的

（
師
）

な
殺
生
禁
断
と
と
も
に
京
中
寺
社
近
辺
に
お
い
て
麿
鶴
を
飼
う
こ
と
の
禁
止
（
八
七
条
）
が
あ
る
が
、
饗
応
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
悪
僧
の
武
家
被
官
化
や
人
身
売
買
の
禁
止
（
七
六
・
七
七
条
）
は
、
京
都
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
前
者
は
師
主
・
武
家
と

と
も
に
検
非
違
使
に
取
締
り
を
命
じ
て
お
り
、
後
者
は
他
の
新
制
で
京
都
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
。

②
獄
の
規
律
に
つ
い
て
は
、
平
安
期
か
ら
獄
の
改
善
が
図
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
新
制
で
も
「
可
令
法
家
検
非
違
使
毎
月
検
察
獄
中
非
違

事
」
（
七
四
条
）
「
可
催
勤
獄
囚
米
並
官
田
地
子
事
」
（
七
五
条
）
を
定
め
、
検
非
違
使
の
下
部
や
看
督
長
の
職
務
違
背
に
よ
り
罪
と
刑
の
軽
重

の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
ず
、
軽
犯
の
者
が
劣
悪
な
獄
の
環
境
に
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
、
後
三
条
の
「
延
久
符
」
に
従
っ
て
検
非
違
使

が
検
め
る
べ
き
こ
と
、
ま
た
獄
の
財
源
で
あ
る
獄
囚
米
と
官
田
地
子
を
、
後
鳥
羽
の
代
始
の
「
元
暦
符
」
に
従
っ
て
徴
収
す
べ
き
と
し
て
い

ら
れ
て
い
た
夜
行
役
を
厳
密
に
命
じ
て
お
り
、
具
体
的
な
内
容
は
「
凡
厭
不
答
犯
夜
誰
何
之
問
、
宜
留
深
更
自
由
之
行
」
つ
ま
り
深
夜
に
通

る
者
を
誰
何
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

③
道
路
環
境
の
保
全
と
困
窮
者
保
護
に
つ
い
て
は
、
八
一
‐
八
三
条
で
、
巷
所
禁
止
、
京
職
に
よ
る
京
中
道
橋
管
理
と
諸
家
の
道
路
清
掃

の
義
務
づ
け
、
病
者
・
孤
児
の
路
上
遺
棄
禁
止
な
ど
を
「
三
箇
条
厳
制
」
と
し
て
い
る
。



191巻3号－4

建
暦
新
制
は
順
徳
天
皇
の
代
始
新
制
で
二
一
ケ
条
を
数
え
、
京
都
に
関
連
す
る
も
の
は
過
差
禁
令
（
一
○
○
‐
一
○
六
条
）
、
僧
侶
の
兵
仗

に
つ
い
て
「
洛
中
洛
外
諸
寺
諸
山
」
に
厳
制
を
命
じ
た
も
の
（
一
○
八
条
）
が
あ
り
、
利
息
制
限
に
つ
い
て
も
、
使
庁
に
よ
る
取
締
り
を
定

め
た
建
久
新
制
を
先
例
と
し
て
い
る
（
一
○
九
条
）
。

京
都
の
公
共
機
能
に
つ
い
て
は
、
①
治
安
維
持
と
し
て
「
群
飲
射
的
」
禁
止
、
③
道
路
環
境
の
管
理
と
清
掃
、
④
殺
生
禁
断
に
つ
い
て
の

法
が
あ
る
（
二
○
・
一
二
条
、
一
○
七
条
）
。
ま
た
「
可
停
止
京
中
媒
輩
事
」
と
い
う
法
が
あ
り
（
二
二
条
）
、
保
立
道
久
氏
は
こ
の
法
か

ら
、
売
春
の
斡
旋
を
す
る
中
媒
の
「
宅
」
、
す
な
わ
ち
売
春
宿
を
検
非
違
使
が
把
握
し
た
と
論
じ
た
。
し
か
し
、
犯
罪
者
の
家
宅
を
取
り
締

ま
る
の
は
他
の
犯
罪
で
も
み
ら
れ
、
ま
た
「
和
誘
」
と
い
う
文
言
は
次
の
嘉
禄
新
制
の
人
身
売
買
禁
止
（
一
三
一
条
）
と
同
一
で
あ
る
。
新

②
建
暦
か
ら
寛
喜
新
制

保
元
・
建
久
新
制
が
、
国
家
統
治
の
法
と
朝
廷
の
内
部
規
律
と
の
二
度
に
分
か
れ
た
の
に
対
し
、
建
暦
新
制
（
一
二
一
二
）
以
降
は
後
者

保
元
・
建
久
新
制
が
、
国
｛

「
一
、
可
停
止
京
中
人
領
不
居
在
家
、
好
耕
作
道
路
企
巷
所
事

一
、
可
京
中
道
橋
、
京
職
加
監
臨
、
諸
家
当
路
家
主
致
泗
掃
事

一
、
可
禁
制
棄
病
者
、
孤
子
於
京
中
路
辺
事
、

仰
、
已
上
、
弾
正
加
検
察
、
使
庁
糺
非
違
、
其
中
京
職
致
道
橋
之
修
補
、
諸
家
勤
当
路
之
酒
掃
、
加
之
、
停
止
巷
所
耕
作
、
禁
制
棄
病
者
、

孤
子
、
三
箇
条
厳
制
、
一
依
保
元
符
、
其
中
於
病
者
、
孤
子
者
、
任
式
条
、
送
施
薬
院
及
悲
田
、
兼
又
下
知
施
薬
院
、
慥
令
加
療
養
、
」

こ
れ
ら
の
法
も
平
安
期
か
ら
の
踏
襲
で
あ
り
、
「
式
条
」
に
基
づ
い
て
病
者
・
孤
児
を
施
薬
院
・
悲
田
院
に
送
る
と
い
う
規
定
か
ら
、
京

（
銘
）

職
や
施
薬
院
・
悲
田
院
が
ど
の
時
期
ま
で
機
能
し
て
い
る
か
議
論
さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
、
都
市
環
境
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
、
八
一
条
の

「
領
不
居
在
家
」
で
、
人
の
住
ま
な
い
在
家
の
占
拠
が
加
わ
っ
た
と
い
う
変
化
が
あ
る
。

（
的
）

が
中
心
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
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制
に
お
い
て
人
身
売
買
を
禁
じ
る
法
は
度
々
み
ら
れ
る
が
、
中
媒
に
関
す
る
法
は
建
暦
新
制
の
こ
の
一
条
の
み
で
あ
り
、
売
春
宿
を
継
続
的

（
、
）

に
把
握
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
た
め
、
二
二
条
も
人
身
売
買
禁
止
の
一
環
と
考
え
た
い
・

嘉
禄
新
制
（
一
二
二
五
）
は
、
全
条
文
は
不
明
で
あ
る
が
、
全
国
を
対
象
と
し
た
人
身
売
買
禁
止
と
殺
生
禁
断
の
法
が
あ
り
（
一
三
一
・
一

三
七
条
）
、
京
都
に
つ
い
て
は
、
①
治
安
維
持
の
法
と
し
て
、
「
可
令
隣
里
輩
救
助
強
盗
閾
入
事
」
で
は
夜
行
役
と
同
様
に
声
を
上
げ
て
の
相

互
の
防
衛
を
課
し
、
「
可
停
止
博
戯
輩
」
で
は
、
博
突
を
喧
嘩
・
闘
殺
の
原
因
と
し
「
已
准
盗
論
」
と
し
て
使
庁
に
取
締
り
を
命
じ
る
（
一

三
二
条
・
一
三
四
条
）
。
ま
た
私
出
挙
の
利
息
制
限
も
使
庁
に
取
り
締
ま
ら
せ
て
い
る
（
一
三
五
条
）
。

寛
喜
新
制
（
一
二
三
一
）
は
、
前
年
以
来
の
大
飢
饅
を
機
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
。
五
月
に
殿
下
評
定
で
飢
謹
に
対
す
る
徳
政
と
し
て
、
改

元
、
賑
給
、
救
荒
作
物
と
し
て
の
宿
麥
、
祈
祷
、
穀
物
を
食
す
馬
の
数
を
減
ら
す
、
倹
約
の
象
徴
と
し
て
御
膳
を
減
ら
す
、
な
ど
と
並
ん
で
、

（
、
）

「
今
一
町
一
両
人
非
無
棄
子
」
と
い
う
よ
う
に
増
加
し
て
い
る
捨
子
の
保
護
が
挙
げ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
八
月
に
新
制
と
し
て
五
十
余
条
に

の
ぼ
る
条
文
が
検
討
さ
れ
た
が
、
「
新
制
事
有
御
問
答
、
五
十
余
十
条
篇
目
、
錐
一
事
頗
難
被
施
行
者
歎
」
と
、
い
ず
れ
も
施
行
が
困
難
で

（
池
）
（
だ
）

あ
る
と
悲
観
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
時
期
に
は
「
代
々
新
制
宣
下
事
多
不
吉
候
」
新
制
宣
下
の
増
加
自
体
を
不
吉
と
み
な
す
記
述
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
検
討
を
経
て
、
十
一
月
に
発
せ
ら
れ
た
四
二
ケ
条
の
新
制
で
は
、
京
都
に
お
け
る
法
と
し
て
「
可
令
興
行
恒
例
臨
時
公
事
違
例

事
」
な
ど
朝
廷
の
公
事
・
礼
節
の
遵
守
（
一
五
六
‐
一
五
八
条
、
一
六
○
条
）
、
過
差
禁
止
（
一
六
一
‐
一
七
一
条
、
一
七
三
条
）
、
朝
廷
官
司
の
警

護
（
一
七
五
‐
一
八
一
条
）
、
使
庁
の
政
を
月
三
度
行
う
（
一
八
三
条
）
な
ど
が
定
め
ら
れ
た
。
朝
廷
官
司
の
警
護
に
つ
い
て
は
、
翌
貞
永
元
年
、

新
制
に
基
づ
い
て
大
学
寮
の
廟
蔵
守
護
を
検
非
違
使
が
担
う
例
な
ど
が
あ
り
、
検
非
違
使
の
職
務
が
拡
大
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
は
な

京
都
の
公
共
機
能
に
関
す
る
も
の
は
一
八
四
条
以
下
に
列
挙
さ
れ
、
①
治
安
維
持
に
つ
い
て
、
住
民
に
よ
る
諸
保
夜
行
役
の
励
行
と
、
武

士
に
よ
る
京
中
強
盗
に
対
す
る
取
締
り
を
定
め
る
（
一
八
四
条
．
一
八
五
条
）
。
「
可
令
停
止
上
下
諸
人
宴
飲
過
差
並
同
里
群
飲
博
戯
事
」
（
一

八
八
条
）
は
、
都
市
民
の
宴
飲
・
群
飲
、
そ
れ
に
伴
う
身
分
秩
序
の
乱
れ
や
過
差
・
博
突
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
治
安
悪
化
を
ま
と
め
て
禁
じ

（
科
）

い
だ
ろ
う
か
。
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側
一
二
三
○
年
代
以
降
の
変
化

（
沼
）

一
二
三
○
年
代
に
は
、
六
波
羅
探
題
の
様
々
な
制
度
が
整
い
、
京
都
へ
の
篝
屋
の
設
置
や
管
轄
権
の
分
割
が
定
め
ら
れ
た
。
し
か
し
京
中

（
刃
）

群
盗
に
対
す
る
懸
念
は
続
き
、
六
波
羅
探
題
と
の
齪
嬬
も
生
じ
た
。
一
方
で
「
徳
政
事
錐
可
有
沙
汰
、
末
代
事
、
有
沙
汰
之
時
雛
似
先
跣
、

（
帥
）

一
切
不
可
叶
事
等
也
之
由
被
仰
下
云
々
」
な
ど
、
徳
政
そ
の
も
の
に
対
す
る
不
信
感
も
吐
露
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
京
都
の
商
業
に
対
す
る
朝
廷
官
司
の
賦
課
が
目
立
ち
始
め
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
鎌
倉
期
京
都
の
商
業
賦
課
を
め
ぐ
る
史
料
と
し

る
。
過
差
禁
止
の
一
七
三
条
も
宴
に
関
す
る
も
の
で
、
新
た
に
諸
司
諸
衛
、
と
り
わ
け
検
非
違
使
に
任
官
し
た
者
に
下
部
が
過
度
な
饗
応
を

行
う
の
を
禁
じ
て
い
た
。
上
か
ら
の
饗
応
の
強
制
よ
り
下
か
ら
の
贈
賄
が
問
題
視
さ
れ
た
と
い
え
る
。

②
獄
制
、
③
道
路
環
境
の
保
全
と
困
窮
者
保
護
、
⑤
流
動
的
な
住
民
の
把
握
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
建
久
Ⅱ
令
を
踏
襲
し
て
、
獄
の
秩

序
回
復
と
財
源
で
あ
る
獄
囚
米
の
確
保
（
一
八
六
・
一
八
七
条
）
、
道
路
の
管
理
と
清
掃
、
病
者
と
孤
児
の
遺
棄
禁
止
（
一
九
○
・
一
九
一
条
）
、

在
家
か
ら
の
寄
宿
者
の
申
告
（
一
八
九
条
）
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
⑤
に
関
連
し
て
、
同
年
九
月
に
「
近
日
壊
取
小
屋
成
薪
売
買
事
可
停
止

之
由
、
仰
武
士
並
使
庁
被
糺
断
云
々
」
つ
ま
り
家
屋
を
壊
し
て
売
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
、
寿
永
元
年
の
飢
饅
・
還
都
直
後
と
同
様
の
政
策
が

（
だ
）

と
ら
れ
て
い
る
。
家
屋
の
維
持
は
混
乱
期
の
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

ま
た
「
可
興
行
賑
給
施
米
事
」
（
一
五
九
条
）
で
、
「
有
名
無
実
」
に
な
っ
て
い
る
賑
給
・
施
米
の
実
施
と
財
源
の
拡
大
を
定
め
た
。
当
該

条
は
困
窮
者
保
護
の
法
で
は
な
く
前
述
の
朝
廷
の
公
事
や
礼
節
に
関
す
る
法
の
並
び
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
新
制
で
賑
給
・
施
米
に

つ
い
て
定
め
た
の
は
こ
の
寛
喜
新
制
の
み
で
あ
り
、
飢
饅
の
影
響
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
年
の
前
半
に
、
親
王
所
始
や
季
御
読
経
結
願
に
お
い

て
、
雑
人
が
饗
に
乱
入
し
て
強
奪
す
る
事
件
が
起
き
、
七
月
の
最
勝
寺
八
講
で
も
奉
仕
す
る
公
人
が
飢
饅
を
理
由
と
し
て
給
付
を
求
め
る
な

（
だ
）

ど
、
救
伽
を
求
め
て
朝
廷
の
公
事
で
混
乱
が
生
じ
て
い
た
。
し
か
し
寛
喜
新
制
以
降
も
、
翌
貞
永
元
年
の
東
宮
帯
刀
騎
射
や
天
福
元
年
の
松

（
万
）

尾
祭
で
、
同
様
の
事
件
が
起
き
て
い
る
。
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て
き
わ
め
て
有
名
な
も
の
が
、
仁
治
元
年
（
一
二
四
○
）
、
造
酒
司
が
酒
麹
役
賦
課
の
許
可
を
朝
廷
に
求
め
た
史
料
で
、
内
蔵
寮
・
内
膳
司
が

市
の
魚
鳥
交
易
か
ら
、
左
右
京
職
が
京
中
保
々
か
ら
、
装
束
司
が
市
の
苧
売
買
か
ら
な
ど
、
同
時
期
に
朝
廷
官
司
が
多
様
な
商
業
賦
課
を
行

（
副
）

っ
て
い
る
例
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
近
年
の
遠
藤
珠
紀
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
官
司
と
そ
れ
ぞ

れ
の
賦
課
と
は
未
だ
直
接
的
・
固
定
的
な
結
び
つ
き
で
は
な
く
、
京
職
な
ど
、
京
都
の
統
合
的
な
支
配
に
基
づ
く
賦
課
と
、
個
々
の
品
目
を

（
躯
）

専
門
に
扱
う
官
司
が
そ
の
品
目
に
対
し
て
行
う
賦
課
と
が
競
合
し
て
い
た
と
す
る
。

室
町
期
に
か
け
て
、
こ
の
よ
う
な
京
都
に
対
す
る
分
権
的
な
支
配
や
賦
課
は
拡
大
し
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
ら
の
経
済
活
動
の
前
提
と
し
て
、

治
安
維
持
な
ど
の
統
合
的
な
公
共
機
能
も
ま
た
重
要
に
な
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
中
で
、
公
家
新
制
は
、
寛
元
年
間
（
一
二
四
三
～
四
六
）
後
嵯
峨
天
皇
代
始
と
、
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
に
新
制
が
発
せ
ら
れ

た
。
京
都
に
関
す
る
法
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
間
の
宝
治
年
間
（
一
二
四
七
～
四
九
）
は
、
六
波
羅
探
題
に
頼
り
つ
つ
も
、
検
非
違
使
の
活

動
が
充
実
し
た
「
使
庁
中
興
」
と
呼
ば
れ
る
時
期
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
新
制
に
み
ら
れ
た
夜
行
役
や
獄
の
巡
検
・
軽
犯
囚
の
釈
放
な
ど
が

（
配
）

重
点
的
に
実
施
さ
れ
た
ほ
か
、
屋
地
の
紛
失
状
に
も
検
非
違
使
が
証
判
す
る
よ
う
に
な
る
。

弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
の
辛
酉
革
命
を
機
と
す
る
新
制
は
、
一
部
の
み
が
判
明
し
て
お
り
、
京
都
に
つ
い
て
は
、
①
治
安
維
持
と
し
て

洛
中
に
お
け
る
兵
仗
横
行
を
禁
じ
る
法
（
一
二
五
条
）
と
、
②
獄
囚
米
に
官
司
の
追
加
人
件
費
で
あ
っ
た
要
劇
地
子
を
宛
て
る
法
（
二
一
六

条
）
が
あ
る
。
同
条
で
は
獄
の
財
源
が
確
保
で
き
な
い
状
況
を
「
賑
給
之
沙
汰
似
廃
」
と
述
べ
、
寛
喜
新
制
で
再
興
が
図
ら
れ
た
賑
給
が
や

は
り
難
航
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
④
殺
生
禁
断
は
全
国
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
京
都
に
つ
い
て
特
に
厳
し
く
規
制
さ
れ
て
い

る
○

弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
の
新
制
の
四
一
ケ
条
で
は
、
訴
訟
や
任
官
の
法
が
多
く
定
め
ら
れ
、
以
降
の
先
例
と
な
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ

（
別
）

て
き
た
。
京
都
に
関
連
す
る
法
と
し
て
は
、
過
差
禁
令
（
二
六
二
‐
二
六
六
条
）
と
、
都
市
の
公
共
機
能
に
つ
い
て
、
全
国
を
対
象
と
す
る
も

の
も
含
め
て
①
治
安
維
持
、
②
獄
制
、
ま
た
飢
饅
対
策
な
ど
が
あ
る
（
二
六
七
‐
二
七
五
条
）
。
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う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

①
治
安
維
持
に
関
し
て
、
二
つ
の
法
に
お
い
て
、
先
例
踏
襲
か
ら
実
態
を
反
映
し
た
変
化
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
二
七

三
条
「
京
畿
諸
社
過
差
狼
籍
」
で
、
道
祖
神
、
辻
祭
な
ど
雑
多
な
民
間
の
も
の
ま
で
含
め
た
諸
社
の
祭
礼
に
つ
い
て
、
過
差
や
飛
礫
な
ど
の

乱
暴
を
禁
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
祭
礼
に
つ
い
て
は
賀
茂
祭
な
ど
に
お
け
る
貴
族
や
僧
侶
の
過
差
を
禁
ず
る
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
上

の
騒
擾
に
つ
な
が
る
民
間
の
祭
礼
が
明
確
に
対
象
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

ま
た
一
つ
は
住
宅
の
破
却
を
め
ぐ
っ
て
、
二
七
○
条
の
博
突
禁
止
で
「
両
方
之
隣
家
」
ま
で
同
罪
と
し
、
ま
た
二
七
一
条
で
犯
科
あ
り
と

称
し
て
他
人
の
住
宅
を
み
だ
り
に
破
却
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
破
却
し
た
当
人
を
禁
獄
し
住
宅
は
縁
者
に
賠
償
さ
せ
る
よ
う
に
定
め
た
。
都
市

の
治
安
維
を
厳
格
化
し
、
近
隣
ま
で
家
屋
を
単
位
と
し
て
責
任
を
問
う
た
一
方
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
根
拠
の
な
い
住
宅
破
却
が
増
え
て
問
題

化
し
て
い
る
こ
と
、
武
士
の
み
な
ら
ず
、
お
そ
ら
く
住
民
ま
で
も
が
破
却
を
行
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
前
年
の
弘
長
二
年
、
鎌
倉

幕
府
追
加
法
に
お
い
て
、
洛
中
屋
地
に
つ
い
て
没
官
領
以
外
は
武
士
で
は
な
く
検
非
違
使
が
検
断
を
行
う
こ
と
を
定
め
て
い
る
が
、
こ
の
よ

（
蹄
）

う
な
検
断
や
そ
れ
に
伴
う
紛
争
が
多
発
す
る
中
で
、
権
限
分
掌
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
文
永
六
年
（
一
二
六

九
）
に
、
地
主
か
ら
住
民
に
対
し
て
地
口
の
尺
別
に
賦
課
し
た
地
子
銭
徴
収
の
早
期
の
例
が
み
ら
れ
る
な
ど
、
検
断
得
分
の
み
な
ら
ず
家
屋

（
師
）

を
め
ぐ
る
諸
権
益
へ
の
注
目
が
強
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

文
永
十
年
（
一
二
七
三
）
の
新
制
は
二
五
か
条
で
、
京
都
に
お
け
る
法
と
し
て
、
朝
廷
の
公
事
や
儀
礼
（
三
一
○
‐
三
一
二
条
）
、
過
差
禁
令

（
三
一
三
‐
三
一
八
条
、
三
二
三
条
）
、
使
庁
訴
訟
（
三
一
二
条
）
、
宮
城
内
へ
の
車
馬
乗
入
れ
の
禁
止
（
三
二
五
条
）
な
ど
が
あ
る
。
都
市
の
公

共
機
能
を
め
ぐ
る
法
と
し
て
は
、
①
治
安
維
持
に
つ
い
て
、
三
二
九
条
で
の
京
中
堂
舎
の
建
立
禁
止
、
三
三
○
条
で
京
中
強
盗
に
対
す
る
隣

里
の
「
誰
何
之
勤
」
「
救
助
之
法
」
の
励
行
、
②
獄
制
に
つ
い
て
は
、
三
二
六
条
で
毎
月
「
獄
中
非
違
」
を
正
す
こ
と
、
③
道
路
環
境
の
保

全
に
つ
い
て
は
、
道
路
の
管
理
・
清
掃
と
、
不
在
の
家
屋
の
占
拠
と
道
路
の
巷
所
化
禁
止
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
法
に
は
い
ず
れ
も
先

例
が
あ
る
が
、
①
の
京
中
堂
舎
の
建
立
禁
止
は
、
弘
長
三
年
新
制
の
二
七
三
条
と
合
わ
せ
る
と
、
民
間
の
祭
礼
や
騒
擾
を
重
ね
て
抑
制
し
よ
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側
鎌
倉
末
期
の
新
制
と
都
市
法

新
制
の
翌
文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）
、
後
宇
多
天
皇
が
践
詐
し
、
弘
安
礼
節
の
制
定
・
公
家
訴
訟
の
手
続
法
の
制
定
・
院
評
定
を
徳
政
沙

汰
と
雑
訴
沙
汰
に
分
離
す
る
な
ど
、
朝
廷
の
訴
訟
制
度
が
整
備
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
以
降
、
新
制
と
訴
訟
法
は
別
々
に
定
め
ら
れ
る
よ
う
に

（
的
）

な
り
、
新
制
は
過
差
禁
令
や
殺
生
禁
断
令
が
中
心
と
な
っ
た
。

新
制
に
実
効
性
を
も
た
せ
る
た
め
、
弘
安
九
年
の
徳
政
評
定
で
は
、
「
衣
裳
事
・
資
材
雑
具
事
・
従
類
事
・
乗
物
事
・
舎
屋
事
」
に
そ
れ

（
卯
）

ぞ
れ
制
符
奉
行
が
割
り
当
て
ら
れ
た
。
こ
の
規
制
に
つ
い
て
、
衣
裳
・
資
材
雑
具
・
従
類
・
乗
物
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
詳
細
な
過
差
禁

令
の
蓄
積
が
あ
り
、
ま
た
建
暦
年
間
に
は
仮
名
書
き
の
「
け
ち
う
の
し
ん
せ
い
」
を
発
し
て
貴
族
の
家
中
ま
で
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
た
前

例
が
あ
る
が
、
「
舎
屋
」
自
体
の
過
差
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
禁
止
事
項
は
見
当
た
ら
な
い
た
め
、
具
体
的
に
何
を
規
制
し
た
か
は
不
明
で

あ
る
。
し
か
し
、
違
犯
に
対
す
る
罪
科
と
し
て
「
月
卿
雲
客
」
「
地
下
諸
大
夫
以
下
」
「
凡
下
輩
」
の
区
別
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
舎
屋
」
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
新
制
で
在
家
に
対
し
て
定
め
ら
れ
た
寄
宿
な
ど
の
取
り
締
ま
り
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
虹
）

一
方
で
、
新
制
の
全
文
が
残
っ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
時
期
の
新
制
に
都
市
法
が
含
ま
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、

ま
た
②
獄
制
に
つ
い
て
は
、
新
制
以
外
に
も
、
文
永
四
年
の
院
評
定
に
お
い
て
「
使
庁
注
申
条
々
事
、
使
庁
雑
務
・
可
糺
行
条
々
、
市
模

（
師
）

新
造
・
獄
舎
修
理
以
下
細
々
数
十
条
載
之
」
と
検
非
違
使
庁
が
申
し
入
れ
て
い
る
。
少
し
の
ち
の
時
代
に
な
る
が
、
検
非
違
使
別
当
を
務
め

た
吉
田
定
房
の
「
大
理
秘
記
』
に
お
い
て
、
乾
元
二
年
（
一
三
○
三
）
、
「
囚
人
沐
浴
、
近
年
一
向
無
沙
汰
、
嵯
峨
樵
夫
済
彼
薪
之
条
、
古
来

（
銘
）

之
役
也
、
然
而
頗
陵
遅
歎
、
下
部
乍
請
取
之
、
有
無
沙
汰
事
歎
、
向
後
語
付
上
人
、
可
致
沙
汰
之
由
、
明
澄
朝
臣
申
之
」
、
つ
ま
り
囚
人
の

沐
浴
の
た
め
に
、
嵯
峨
の
樵
夫
に
薪
が
賦
課
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
他
の
史
料
は
見
当
た
ら
ず
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
獄

の
環
境
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
改
善
が
図
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
そ
の
実
施
に
「
上
人
」
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
賑
給
が

次
第
に
仏
教
的
施
行
へ
と
変
化
し
た
の
と
同
様
、
仏
教
的
要
素
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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禁
じ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
鎌
倉
期
の
新
制
に
お
け
る
都
市
法
を
網
羅
的
に
振
り
返
り
、
連
続
と
変
化
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

新
制
は
、
平
安
期
の
格
式
法
の
①
治
安
維
持
の
法
、
②
獄
の
規
律
、
③
道
路
環
境
の
清
掃
・
保
全
と
困
窮
者
保
護
、
④
殺
生
禁
断
な
ど
の

法
を
踏
襲
し
て
お
り
、
寛
喜
の
飢
鐘
に
お
け
る
徳
政
の
検
討
で
③
に
み
ら
れ
る
捨
子
の
保
護
が
単
独
で
挙
が
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
平
安

期
以
来
の
都
市
法
は
、
単
独
で
も
徳
政
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

鎌
倉
期
に
お
け
る
新
制
の
変
化
と
し
て
は
、
①
や
④
に
含
ま
れ
る
法
で
、
平
安
期
に
は
一
方
的
な
饗
応
の
強
要
を
規
制
し
て
い
た
も
の
が
、

広
汎
な
民
間
の
遊
興
や
祭
礼
を
規
制
す
る
も
の
に
な
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
⑤
不
安
定
な
居
住
の
規
制
と
掌
握
が
新
た
な
課
題
と

な
っ
た
ほ
か
、
③
の
道
路
環
境
の
保
全
に
在
家
の
不
法
占
拠
が
加
わ
り
、
ま
た
①
検
断
に
お
け
る
住
宅
破
却
の
増
加
と
そ
れ
に
伴
う
紛
争
の

抑
制
な
ど
、
多
く
の
法
で
家
屋
に
関
す
る
規
定
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
新
制
以
外
で
も
、
寛
喜
の
飢
饅
に
際
し
て
は
家
屋
を
壊
し
売
る
こ
と
を

（
蛇
）

大
覚
寺
統
が
都
市
・
経
済
支
配
を
重
視
し
た
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
網
野
善
彦
氏
は
、
後
醍
醐
天
皇
を
「
異
形
の
王
権
」
と
呼
び
、
都

市
・
経
済
を
め
ぐ
る
諸
政
策
の
独
自
性
を
強
調
し
た
が
、
近
年
の
研
究
に
よ
り
、
造
酒
司
か
ら
洛
中
酒
屋
へ
の
賦
課
や
検
非
違
使
の
人
事
な

（
兜
）

ど
は
、
後
宇
多
の
政
策
を
引
き
継
い
だ
面
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

ま
た
酒
を
め
ぐ
る
法
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
は
群
飲
・
騒
擾
の
禁
止
が
主
だ
っ
た
の
に
対
し
、
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
の
沽
酒
禁
止

（
鯉
）

（
三
四
二
条
）
は
穀
物
の
浪
費
が
理
由
で
あ
っ
た
。
飢
謹
対
策
と
し
て
同
じ
理
由
で
牛
馬
・
烏
獣
の
飼
育
を
禁
じ
た
法
は
従
来
も
み
ら
れ
る

（
妬
）

が
、
沽
酒
禁
令
は
さ
ら
に
実
効
性
の
あ
る
抑
制
策
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、
元
徳
二
年
（
一
三
三
○
）
五
・
六
月
、
後
醍
醐
天
皇
の
も

と
で
、
飢
鐘
に
よ
り
、
洛
中
の
米
穀
和
市
へ
の
介
入
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
「
米
穀
与
酒
膠
交
易
之
法
之
事
」
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
酒
と

（
妬
）

穀
物
供
給
と
が
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
飢
鐘
対
策
と
し
て
、
救
仙
か
ら
、
よ
り
直
接
的
な
需
給
の
統
制
へ
向
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

鎌
倉
後
期
に
は
、
京
都
の
商
業
に
対
す
る
朝
廷
官
司
の
賦
課
や
地
子
銭
な
ど
、
分
権
的
な
都
市
支
配
が
み
ら
れ
始
め
、
朝
廷
は
こ
れ
ら
の
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網
野
氏
は
、
後
醍
醐
天
皇
が
、
流
通
や
金
融
の
担
い
手
で
あ
っ
た
神
人
を
寺
社
権
門
の
本
所
支
配
権
か
ら
断
ち
切
り
、
す
べ
て
天
皇
の
供

御
人
と
し
て
再
編
成
し
よ
う
と
し
た
と
論
じ
、
そ
の
論
拠
と
し
て
、
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
年
に
洛
中
酒
鑪
役
賦
課
令
・
神
人
公
事
停
止

川
「
異
形
の
王
権
」
論
と
「
陣
中
法
条
々
」

後
醍
醐
天
皇
に
つ
い
て
は
、
都
市
や
流
通
・
経
済
の
支
配
を
重
視
し
た
こ
と
、
ま
た
従
来
の
家
格
や
身
分
を
め
ぐ
る
先
例
に
依
ら
ず
、

「
悪
党
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
人
々
を
も
登
用
し
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
網
野
善
彦
氏
は
「
異
形
の
王
権
」
と
呼
ん
で
そ
の
特
異
性
を
強
調

（
的
）

し
た
。 建

武
新
政
の
の
ち
、
北
朝
に
お
い
て
再
び
徳
政
・
新
制
の
発
布
が
試
み
ら
れ
、
そ
の
中
で
こ
れ
ら
の
新
制
が
先
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
。

南
北
朝
期
以
降
、
建
武
新
政
や
室
町
幕
府
の
京
都
支
配
の
諸
政
策
が
注
目
さ
れ
て
き
た
一
方
で
、
北
朝
の
公
家
新
制
は
、
貞
和
二
年
（
一
三

四
六
）
の
過
差
禁
令
を
最
後
と
し
て
姿
を
消
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
禁
令
の
前
後
で
あ
る
康
安
・
貞
和
年
間
は
、
建
武
新
政
か
ら
観
応
の
擾

乱
ま
で
の
比
較
的
安
定
し
た
時
期
で
あ
り
、
徳
政
に
向
け
た
具
体
的
な
動
き
が
み
ら
れ
、
そ
の
中
に
は
都
市
へ
の
政
策
も
含
ま
れ
て
い
た
。

次
節
で
は
、
建
武
新
政
か
ら
観
応
擾
乱
ま
で
の
徳
政
へ
の
動
き
に
注
目
し
て
検
討
し
た
い
。

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

な
ど
、
訴
訟
制
度
が
充
実
す
ヲ

お
ら
ず
、
都
市
法
も
少
な
い
。

賦
課
に
許
認
可
を
行
う
こ
と
で
間
接
的
に
統
制
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
家
屋
を
壊
し
売
る
こ
と
を
禁
止
す
る
法
や
、
六
波
羅
探
題
と

の
権
限
分
掌
に
お
け
る
検
非
違
使
の
京
中
屋
地
の
管
轄
な
ど
、
家
屋
に
対
し
て
は
、
朝
廷
は
特
に
直
接
的
・
統
合
的
な
支
配
を
行
う
こ
と
が

以
降
の
両
統
迭
立
期
に
お
い
て
は
、
正
応
六
年
（
一
二
九
四
）
伏
見
天
皇
の
も
と
で
記
録
所
庭
中
が
設
け
ら
れ
雑
訴
沙
汰
が
整
備
さ
れ
る

（
ｗ
）
（
兇
）

ど
、
訴
訟
制
度
が
充
実
す
る
一
方
、
訴
訟
法
と
分
離
し
た
過
差
禁
令
中
心
の
新
制
が
何
度
か
発
せ
ら
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
全
文
は
残
っ
て

第
二
節
南
北
朝
内
乱
と
都
市
支
配
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（
哩

後
醍
醐
政
権
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
、
洛
中
酒
鑪
役
賦
課
令
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
そ
の
後
の
研
究
で
も
首
肯
さ
れ
、
ま
た
前
述
の
よ
う
に

（
肌
）

大
覚
寺
統
が
都
市
・
経
済
支
配
を
重
視
し
て
き
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
一
方
、
後
醍
醐
の
専
制
性
を
重
視
す
る
研
究
も
あ
り
、
ま
た
先

（
Ⅷ
）

例
に
よ
ら
な
い
人
材
登
用
や
窓
意
的
な
所
領
配
分
に
よ
り
混
乱
や
不
満
が
生
じ
た
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
は
後
醍
醐
政
権
の
性
格
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
議
論
の
一
環
と
し
て
、
笠
松
宏
至
氏
に
よ
っ
て
「
異
形
の
王

権
」
と
し
て
の
特
異
性
、
都
市
へ
の
開
放
性
を
示
す
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
「
於
陣
中
可
加
制
止
条
々
」
に
つ
い
て
、
鎌
倉
期
の
公
家
新

制
や
北
朝
の
過
差
禁
令
な
ど
、
前
後
の
時
期
の
都
市
法
と
の
連
続
性
を
ふ
ま
え
て
検
討
し
た
い
。

令
が
発
せ
ら
れ
た
と
論
ず
る
。
洛
中
酒
鑪
役
賦
課
令
は
、
か
つ
て
仁
治
元
年
に
実
現
し
な
か
っ
た
造
酒
司
か
ら
酒
屋
へ
の
賦
課
を
後
醍
醐
が

元
亨
二
年
倫
旨
で
実
現
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
神
人
公
事
停
止
令
は
、
正
平
一
統
後
に
南
朝
が
洛
中
に
対
し
て
示
し
た
「
京
中
雑
務
事
」
に

（
川
）
」

お
け
る
．
、
可
免
除
諸
公
事
事
、
任
元
亨
例
、
一
切
停
止
之
」
の
「
元
亨
例
」
で
あ
る
と
し
た
。

後
醍
醐
天
皇
の
朝
廷
の
秩
序
に
つ
い
て
、
内
裏
に
お
け
る
「
俗
人
裏
頭
、
異
形
事
」
や
、
商
人
の
出
入
り
、
塵
芥
を
捨
て
る
こ
と
な
ど
を

禁
じ
た
「
於
陣
中
可
加
制
止
条
々
」
（
甲
世
法
制
史
料
集
六
』
六
七
六
条
‐
六
八
五
条
）
を
挙
げ
、
笠
松
宏
至
氏
は
「
天
皇
の
保
持
す
る
権
威
と

清
浄
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
内
裏
内
部
で
、
こ
の
よ
う
な
次
元
の
低
い
禁
制
を
必
要
と
す
る
事
態
」
が
生
じ
た
と
し
、
網
野
氏
は
「
こ
う
し

た
「
異
類
異
形
の
輩
」
「
不
思
議
」
き
わ
ま
る
世
界
の
中
心
は
、
後
醍
醐
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
建
武
政
権
の
異
様
さ
は
、
ま
さ
し
く
後
醍
醐

（
Ⅲ
）

そ
の
人
の
異
様
さ
に
よ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
と
評
し
た
。

し
か
し
そ
の
後
、
後
醍
醐
の
諸
政
策
は
突
出
し
て
特
異
な
も
の
で
は
な
く
、
前
代
か
ら
の
政
策
と
の
連
続
性
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
た
。

渡
邊
歩
氏
は
、
洛
中
酒
鑪
役
賦
課
令
に
つ
い
て
、
後
宇
多
が
正
安
四
年
（
一
三
○
二
）
に
造
酒
司
に
対
し
酒
麹
商
売
へ
の
課
役
を
容
認
し
て

お
り
、
親
政
を
開
始
し
た
ば
か
り
の
元
亨
二
年
の
論
旨
は
、
「
先
規
に
任
せ
」
と
の
文
言
が
示
す
よ
う
に
後
宇
多
の
方
針
を
踏
襲
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
神
人
公
事
停
止
令
に
つ
い
て
、
神
社
が
本
所
と
し
て
神
人
に
課
し
た
所
役
は
免
除
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

へ
似
｝

〆
・
’
１
，

を
示
し
た
。
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㈲
康
永
・
貞
和
期
の
徳
政
と
都
市
法

建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
、
足
利
尊
氏
が
北
朝
を
推
戴
し
、
暦
応
元
年
（
一
三
三
八
）
に
室
町
幕
府
を
開
い
た
。
尊
氏
の
諮
問
に
対
す
る
答

こ
の
法
で
は
、
「
俗
人
裏
頭
、
異
形
事
」
「
笠
着
事
」
な
ど
顔
を
隠
す
こ
と
、
ま
た
「
布
小
袖
、
小
袴
」
「
藺
沓
」
「
革
讓
」
な
ど
の
服
装
、

「
商
人
出
入
事
」
「
捨
置
塵
現
不
浄
事
」
を
禁
じ
る
。
「
笠
着
」
に
つ
い
て
は
、
元
亨
四
年
に
笠
を
着
た
法
師
が
花
園
院
の
車
の
傍
を
通
り
過

（
川
）

ぎ
、
そ
れ
を
答
め
た
こ
と
か
ら
紛
争
に
な
る
事
件
が
あ
り
、
路
頭
で
あ
っ
て
も
貴
人
の
前
で
は
無
礼
と
さ
れ
て
い
た
。
服
装
規
定
に
つ
い
て

は
、
「
革
義
」
以
外
は
こ
れ
ま
で
の
過
差
禁
令
に
含
ま
れ
た
こ
と
が
な
く
、
ま
た
著
侈
と
は
い
え
な
い
内
容
で
あ
る
。
先
行
研
究
の
論
じ
る

通
り
、
こ
の
法
は
朝
廷
へ
の
身
分
の
低
い
都
市
民
の
出
入
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。

（
叩
）

一
方
で
、
鎌
倉
期
の
公
家
新
制
で
も
、
皇
城
に
車
馬
や
雑
畜
を
入
れ
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
。
ま
た
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
寛
喜
の
飢

鐘
以
降
、
儀
礼
や
仏
神
事
の
場
で
雑
人
が
饗
を
奪
う
事
件
が
頻
発
し
て
お
り
、
身
分
の
低
い
都
市
民
の
出
入
り
は
、
後
醍
醐
政
権
の
み
の
問

題
で
は
な
く
、
混
乱
期
に
は
起
こ
っ
て
い
た
問
題
で
あ
っ
た
。

（
川
）

ま
た
「
異
形
」
に
つ
い
て
、
北
朝
も
暦
応
三
年
（
一
三
四
○
）
に
「
異
形
停
止
」
を
命
じ
て
い
る
。
北
朝
で
外
記
を
務
め
、
新
制
な
ど
の

先
例
調
査
に
度
々
携
わ
っ
た
中
原
氏
も
、
「
密
々
異
形
」
で
幾
度
か
参
詣
を
行
っ
た
と
日
記
に
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
密
々
」
と
い
う
語
を

踏
ま
え
る
と
、
「
異
形
」
と
は
後
醍
醐
天
皇
の
無
礼
講
に
つ
い
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
よ
う
な
、
異
様
な
服
装
を
誇
示
す
る
こ
と
と
は
限
ら
ず
、

（
川
）

ふ
さ
わ
し
い
服
装
で
は
な
い
と
い
う
程
度
ま
で
広
く
含
ま
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

こ
う
し
た
前
後
の
法
に
照
ら
す
と
、
こ
の
法
は
「
異
形
の
王
権
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
突
出
し
た
特
異
性
を
示
す
も
の
と
は
い
え
な
い
。

同
時
に
、
こ
の
法
が
示
し
た
よ
う
な
都
市
へ
の
開
放
性
は
、
鎌
倉
期
の
朝
廷
に
も
そ
の
後
の
北
朝
に
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
法
で
は

「
商
人
出
入
事
」
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
次
項
で
述
べ
る
よ
う
に
北
朝
の
康
永
元
年
（
一
三
四
二
）
の
沽
価
法
制
定
に
お
い
て
は
、
商
人

（
川
）

が
文
殿
に
召
集
さ
れ
た
。
項
を
改
め
て
、
観
応
の
擾
乱
ま
で
の
北
朝
の
都
市
政
策
に
つ
い
て
見
て
ゆ
き
た
い
。
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（
Ⅲ
）

申
で
あ
る
「
建
武
式
目
」
に
は
、
都
市
機
能
に
関
す
る
も
の
が
い
く
つ
か
含
ま
れ
て
お
り
、
混
乱
期
の
都
市
問
題
を
反
映
し
て
い
る
。

第
二
条
「
可
被
制
群
飲
供
遊
事
」
で
は
、
新
制
の
文
言
と
同
じ
「
群
飲
供
遊
」
と
い
う
語
を
用
い
て
、
「
如
格
条
者
」
朝
廷
の
格
に
基
づ

き
、
女
色
や
博
突
、
茶
寄
合
や
連
歌
会
と
称
す
る
賭
け
な
ど
、
具
体
例
を
挙
げ
て
遊
興
を
禁
じ
て
い
る
。
ま
た
第
四
条
と
第
五
条
は
家
屋
に

関
連
し
た
も
の
で
、
私
宅
点
定
を
禁
じ
、
京
中
空
地
を
本
主
に
返
し
て
造
作
さ
せ
る
こ
と
を
定
め
る
。
南
朝
方
に
従
っ
た
公
家
を
想
定
さ
れ

て
お
り
、
謀
反
に
な
る
か
否
か
は
律
に
基
づ
い
て
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
い
き
な
り
家
屋
や
土
地
を
侵
害
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と

し
た
。
第
六
条
で
は
無
尽
銭
・
土
倉
の
興
行
を
掲
げ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
「
莫
太
之
課
役
」
を
充
て
召
さ
れ
て
機
能
不
全
を
起
こ
し
て
い
る

（
皿
）

と
す
る
も
の
で
、
鎌
倉
末
期
に
京
都
の
金
融
業
者
へ
の
賦
課
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。

建
武
式
目
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
飢
謹
や
戦
乱
の
時
期
と
同
じ
く
京
中
の
家
屋
の
維
持
や
、
鎌
倉
後
期
か
ら
目
立
ち
始
め
た
都
市
賦
課
な

ど
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
室
町
幕
府
が
京
都
を
拠
点
と
す
る
中
で
恒
常
的
な
も
の
に
な
っ
て

ゆ
く
が
、
こ
の
段
階
で
は
、
室
町
幕
府
は
都
市
支
配
に
つ
い
て
は
公
家
法
を
根
拠
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
。

（
朋
）

北
朝
は
、
光
厳
上
皇
の
院
政
と
い
う
形
を
と
り
、
観
応
の
擾
乱
ま
で
は
比
較
的
安
定
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
、
康
永
元
年
（
一

三
四
二
）
五
月
、
関
白
一
条
経
通
が
六
か
条
の
徳
政
意
見
状
を
提
出
し
、
七
月
に
二
条
良
基
が
外
記
中
原
氏
に
保
元
制
符
に
つ
い
て
問
い
合

（
皿
）

わ
せ
る
な
ど
、
徳
政
・
新
制
へ
の
準
備
が
行
わ
れ
始
め
た
。

鎌
倉
末
期
に
公
家
新
制
か
ら
訴
訟
法
が
分
か
た
れ
た
の
ち
、
北
朝
に
お
い
て
、
暦
応
雑
訴
法
の
制
定
な
ど
訴
訟
法
は
充
実
を
み
た
一
方
、

（
脳
）

新
制
は
姿
を
消
し
、
過
差
禁
令
を
定
め
た
貞
和
二
年
宣
旨
の
み
が
残
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
康
永
元
年
の
徳
政
意
見
状
を

皮
切
り
に
、
訴
訟
法
以
外
に
も
、
多
く
の
新
制
に
含
ま
れ
て
い
た
都
市
の
公
共
機
能
に
関
す
る
法
や
政
策
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
徳
政
は
こ

れ
ら
を
含
め
た
も
の
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
は
、
以
下
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
形
骸
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
現
実
的
な
実

施
を
見
据
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

（
恥
）

ま
ず
、
徳
政
意
見
状
が
提
出
さ
れ
た
約
一
か
月
後
の
六
月
二
日
、
東
悲
田
院
が
立
柱
さ
れ
た
。
平
安
期
の
格
条
か
ら
鎌
倉
期
の
公
家
新
制



15－－平安京・京都の都市法と公共領域口

ま
で
、
路
上
に
遺
棄
さ
れ
た
子
供
や
病
人
は
悲
田
院
・
施
薬
院
に
送
る
と
す
る
法
は
、
そ
れ
自
体
が
徳
政
で
も
あ
っ
た
。
悲
田
院
は
、
『
後

深
草
院
崩
御
記
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
仏
事
に
お
け
る
施
行
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
「
法
曹
至
要
抄
』
禁
制
条
「
出
棄
病
人
小
児
等
事
」

（
Ｗ
）

で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
救
仙
の
機
能
は
不
十
分
で
あ
っ
た
も
の
の
、
中
世
を
通
し
て
焼
亡
と
再
建
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
時
期
の

再
建
は
徳
政
の
一
環
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
貞
和
三
年
（
一
三
四
七
）
に
焼
亡
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
立
柱
さ
れ
た

（
Ⅲ
）

悲
田
院
が
一
度
は
再
建
に
漕
ぎ
つ
け
て
い
た
と
い
え
る
。

ま
た
同
じ
く
康
永
元
年
七
月
、
文
殿
に
お
い
て
、
沽
価
法
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
て
い
る
。
平
安
期
か
ら
院
政
期
に
み
ら
れ
る
沽
価
法

に
、
善
政
・
徳
政
と
し
て
の
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
は
保
立
道
久
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『
続
神
皇
正
統
記
』
で
は
暦
応
改
元
（
一

三
三
八
）
に
関
し
て
、
「
記
録
所
法
度
を
さ
だ
め
置
れ
、
沽
価
の
直
法
な
ど
も
遵
行
せ
ら
れ
は
べ
り
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
改
元
や
訴
訟
制

度
の
整
備
と
並
ん
で
、
沽
価
法
も
徳
政
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
沽
価
法
は
幕
府
か
ら
の
申
し
入
れ
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
二
日
、
四
日
、
六
日
、
八
日
、
一
七
日
、
二
十
日
と
続
け
て
審
議
さ
れ

た
。
外
記
中
原
氏
は
、
一
七
日
と
二
三
日
に
重
ね
て
先
例
を
問
わ
れ
、
二
三
日
に
は
弘
安
年
間
の
沽
価
法
の
例
を
示
し
て
い
る
。
二
四
日
に

御
前
に
お
い
て
評
定
が
な
さ
れ
た
。
興
味
深
い
の
は
、
二
日
に
「
諸
商
人
参
集
云
々
」
、
六
日
に
「
今
日
以
召
次
未
参
商
人
被
召
文
殿
、
明

後
日
可
参
云
々
」
と
あ
り
、
審
議
の
場
に
当
事
者
で
あ
る
商
人
を
召
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
宝
治
元
年
に
も
、
「
非
九
市
之
商
人
者
、
難

（
Ⅲ
）

知
其
実
」
と
、
商
人
の
知
見
が
な
け
れ
ば
沽
価
法
を
定
め
る
こ
と
は
難
し
い
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
商
人
ら
が
ど
の
よ
う
に
選
ば
れ
た
の
か

は
不
明
で
あ
る
が
、
沽
価
法
制
定
に
あ
た
っ
て
「
参
集
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
多
数
の
商
人
か
ら
聞
き
取
り
を
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
法
は
き

（
伽
）

わ
め
て
実
情
に
即
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
後
、
断
続
的
な
が
ら
、
外
記
中
原
氏
の
も
と
に
は
、
鎌
倉
期
の
新
制
や
洛
中
殺
生
禁
断
令
、
特
に
最
も
近
い
光
厳
天
皇
期
の
正
慶
新

（
皿
）

制
（
一
三
三
二
年
）
に
つ
い
て
、
先
例
と
し
て
調
査
が
求
め
ら
れ
た
。
ま
た
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
十
二
月
、
武
家
が
年
始
の
服
装
を
問
い

（
皿
）

合
わ
せ
た
の
に
対
し
、
朝
廷
は
正
慶
新
制
に
従
う
よ
う
返
答
し
て
お
り
、
先
例
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
貞
和
元
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年
（
一
三
四
五
）

（
鯛
）

が
挙
げ
ら
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
節
で
は
、
室
町
幕
府
成
立
後
ま
も
な
い
康
永
・
貞
和
期
に
お
け
る
、
北
朝
の
徳
政
興
行
に
注
目
し
、
公
家
新
制
の
先

例
が
繰
り
返
し
調
査
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
悲
田
院
再
建
や
沽
価
法
制
定
な
ど
、
都
市
の
公
共
機
能
に
関
す
る
法
や
機
関
に
つ
い
て
の
取
り
組

み
が
あ
り
、
沽
価
法
が
審
議
さ
れ
た
と
き
は
文
殿
に
商
人
が
参
集
す
る
な
ど
、
現
実
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。

（
皿
）

こ
う
し
た
中
で
、
貞
和
二
年
十
二
月
二
一
日
に
過
差
停
止
の
宣
旨
が
発
せ
ら
れ
た
。
こ
の
宣
旨
は
一
か
条
に
と
ど
ま
り
、
ま
た
こ
れ
以
降
、

公
家
新
制
は
姿
を
消
す
が
、
こ
の
発
布
の
形
式
を
め
ぐ
っ
て
、
正
慶
を
は
じ
め
様
々
な
新
制
を
先
例
と
し
た
検
討
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
か
ら
、
こ
の
時
点
で
新
制
の
意
義
が
廃
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
、
ま
も
な
く
観
応
の
擾
乱
が
起
き
、
京
都
は
戦
乱
に
見
舞
わ
れ
る
。
北
朝
・
室
町
幕
府
が
何
度
か
京
都
か
ら
逃
れ
た
一
方
、
南
朝

は
諸
課
役
免
除
な
ど
、
京
都
の
安
寧
を
保
証
す
る
政
策
を
掲
げ
て
還
京
を
う
か
が
っ
た
。
こ
う
し
て
長
引
い
た
戦
乱
の
の
ち
、
室
町
幕
府
が

京
都
支
配
を
担
っ
た
が
、
こ
の
変
動
の
中
で
、
京
都
の
公
共
機
能
の
法
の
ゆ
く
え
に
つ
い
て
次
章
で
は
論
じ
た
い
。

（
㈹
）
櫛
木
謙
周
「
日
本
古
代
の
首
都
と
公
共
性
」
序
章
（
塙
書
房
、
二
○
一
四
）

（
田
）
水
戸
部
正
男
『
公
家
新
制
の
研
究
』
（
創
文
社
、
一
九
六
二

（
腿
）
佐
藤
進
一
他
編
『
中
世
法
制
史
料
集
六
公
家
法
・
公
家
家
法
・
寺
社
法
』
（
岩
波
書
店
、
二
○
○
五
）

（
侭
）
五
味
文
彦
「
洛
中
散
在
の
輩
」
（
房
る
か
な
る
中
世
』
五
、
一
九
八
二
）

（
“
）
大
村
拓
生
『
中
世
京
都
首
都
論
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
六
）

（
開
）
『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
九

（
師
）
「
政
事
要
略
」
糺
弾
雑
事
、
大
同
三
年
九
月
二
三
日
・
二
月
二
日
な
ど

（
師
）
「
仰
、
已
上
、
下
部
阿
容
、
看
督
撃
目
、
然
間
、
或
錐
軽
犯
、
猶
苦
厳
刑
、
或
錐
重
科
、
亦
休
散
禁
、
宜
仰
法
曹
廷
尉
、
任
延
久
符
、
令
検
校
安
置
罪
人
合
法
否
事
、
兼

亦
獄
囚
米
、
官
田
地
子
、
任
元
暦
符
、
慥
令
遵
行
」

（
船
）
網
野
善
彦
「
古
代
．
中
世
の
悲
田
院
を
め
ぐ
っ
て
」
含
網
野
善
彦
著
作
集
十
三
、
中
世
都
市
論
』
二
○
○
七
、
初
出
一
九
八
五
）

櫛
木
謙
周
『
日
本
古
代
の
首
都
と
公
共
性
」
序
章
（
塙
書
房
、
二
○
一
四
）

水
戸
部
正
男
『
公
家
新
制
の
研
究
』
（
創
文
社
、
一
九
六
二

佐
藤
進
一
他
編
『
中
世
法
制
史
料
集
六
公
家
法
・
公
家
家
法
・
寺
社
法
』
（
岩
波
書
店
、
二
○
○
五
）

五
味
文
彦
「
洛
中
散
在
の
輩
」
（
房
る
か
な
る
中
世
』
五
、
一
九
八
二
）

大
村
拓
生
『
中
世
京
都
首
都
論
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
六
）

七
月
に
は
、
彗
星
出
現
に
際
し
、
文
永
年
間
以
降
の
天
変
へ
の
対
処
の
先
例
調
査
が
行
わ
れ
、
種
々
の
祈
祷
や
徳
政
興
行
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（
的
）
五
味
文
彦
『
鎌
倉
時
代
論
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
二
○
）
で
は
、
建
暦
新
制
に
は
前
者
も
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

（
、
）
保
立
道
久
「
中
媒
・
仲
人
ｌ
都
市
売
春
の
発
生
」
（
高
橋
康
夫
他
編
冒
本
都
市
史
入
門
Ⅲ
人
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
○
）

（
、
）
「
民
経
記
』
寛
喜
三
年
五
月
三
日
条

（
花
）
『
民
経
記
」
寛
喜
三
年
八
月
二
九
日
条

（
泥
）
『
明
月
記
』
寛
喜
二
年
四
月
一
九
日
条

（
測
）
『
民
経
記
』
貞
永
元
年
三
月
一
九
日
‐
二
一
日
条

（
布
）
『
百
錬
抄
』
寿
永
元
年
一
○
月
二
日
条

（
拓
）
『
民
経
記
」
寛
喜
三
年
四
月
二
五
日
条
、
同
年
六
月
二
一
日
条
、
同
年
七
月
二
日
条

（
万
）
『
民
経
記
」
貞
永
元
年
五
月
二
八
日
条
、
天
福
元
年
四
月
十
日
条

（
沼
）
佐
藤
進
一
他
編
「
中
世
法
制
史
料
集
一
鎌
倉
幕
府
法
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
）
追
加
法
七
○
条
、
二
三
条
、
二
七
条
、
壹
口
妻
鏡
』
暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）

六
月
十
九
日
条
、
仁
治
元
年
（
一
二
四
○
）
二
月
二
九
日
条
、
延
応
元
年
（
一
二
四
九
）
四
月
一
三
日
条
な
ど
。
高
橋
慎
一
朗
『
中
世
の
都
市
と
武
士
」
（
吉
川
弘
文
館
、

（
ね
）
『
葉
黄
記
』
寛
元
四
年
十
月
一
三
日
条

（
帥
）
『
民
経
記
」
天
福
元
年
五
月
四
日
条

（
副
）
『
平
戸
記
』
仁
治
元
年
（
一
二
四
○
）
閏
十
月
一
七
日
条

（
躯
）
遠
藤
珠
紀
「
造
酒
司
酒
麹
役
の
成
立
過
程
」
『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
三
六
、
二
○
一
五

（
鍋
）
『
葉
黄
記
』
宝
治
元
年
七
月
七
日
条
、
同
二
年
七
月
三
日
条
、
二
九
日
条
、
八
月
八
日
条
、
九
月
二
九
日
条
、
「
吉
口
伝
」
嘉
元
三
年
二
月
六
日
条
、
橋
本
初
子
「
中
世

の
検
非
違
使
庁
関
係
文
書
に
つ
い
て
」
含
古
文
書
研
究
』
一
六
、
一
九
八
一
）
、
大
村
拓
生
『
中
世
京
都
首
都
論
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
六
）
、
丹
生
谷
哲
一
『
増
補

検
非
違
使
』
（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
○
○
八
）

（
艶
）
佐
々
木
文
昭
『
中
世
公
武
新
制
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
八
）

（
妬
）
『
中
世
法
制
史
料
集
一
鎌
倉
幕
府
法
』
追
加
法
四
一
五
条

（
師
）
『
鎌
倉
遺
文
』
一
○
四
二
九
、
馬
田
綾
子
「
洛
中
の
土
地
支
配
と
地
口
銭
」
（
『
史
林
』
六
六
‐
四
、
一
九
七
七
）

（
師
）
『
民
経
記
」
文
永
四
年
二
月
六
日
条

（
胡
）
名
古
屋
大
学
大
学
院
中
世
社
会
史
ゼ
ミ
「
史
料
紹
介
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
所
蔵
「
大
理
秘
記
」
」
含
年
報
中
世
史
研
究
』
二
三
・
二
四
、
一
九
九
八
・
一
九
九
九
）
乾
元

（
胡
）
佐
々
木
文
昭
『
中
世
公
武
新
制
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
八
）

二
年
正
月
二
十
日
条

一
九
九
六
）
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（
卯
）
『
勘
仲
記
』
弘
安
九
年
一
二
月
二
四
日
条

（
虹
）
佐
々
木
文
昭
『
中
世
公
武
新
制
の
研
究
」
（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
八
）
、
『
勘
仲
記
』
弘
安
九
年
十
二
月
三
日
・
四
日
条

（
蛇
）
早
島
大
祐
『
室
町
幕
府
論
』
（
講
談
社
選
害
メ
チ
エ
、
二
○
一
○
）

（
兜
）
渡
邊
歩
「
後
醍
醐
親
政
初
期
の
洛
中
酒
鑪
役
賦
課
令
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
ア
ジ
ア
文
化
史
研
究
』
九
、
二
○
○
九
）
、
中
井
裕
子
「
検
非
違
使
別
当
の
人
事
か
ら
み
る
鎌
倉

後
期
の
朝
廷
」
（
『
日
本
史
研
究
一
五
二
八
、
二
○
○
六
）
な
ど

（
“
）
『
勘
仲
記
』
弘
安
二
年
八
月
十
日
条

（
妬
）
『
民
経
記
」
貞
永
元
年
二
月
二
六
日
条

（
％
）
『
中
世
法
制
史
料
集
六
公
家
法
・
公
家
家
法
・
寺
社
法
』
五
七
○
‐
五
七
二
条

（
卯
）
『
勘
仲
記
」
正
応
六
年
六
月
一
日
条

（
兜
）
『
園
太
暦
』
貞
和
二
年
十
二
月
二
九
日
条
、
「
師
守
記
』
康
永
元
年
五
月
九
日
条
）

（
的
）
網
野
善
彦
「
異
形
の
王
権
」
（
「
網
野
善
彦
著
作
集
六
転
換
期
と
し
て
の
鎌
倉
末
・
南
北
朝
」
岩
波
書
店
、
二
○
○
七
、
初
出
一
九
八
六
）

（
Ⅷ
）
網
野
善
彦
「
元
亨
の
神
人
公
事
停
止
令
に
つ
い
て
」
（
扇
野
善
彦
著
作
集
十
三
中
世
都
市
塗
二
○
○
七
、
初
出
一
九
七
七
）
、
「
造
酒
司
酒
麹
役
の
成
立
ｌ
室
町
幕
府

酒
屋
役
の
前
提
」
（
同
、
初
出
一
九
七
八
）

（
Ⅲ
）
笠
松
宏
至
「
新
し
い
世
へ
の
鼓
動
」
（
冒
刊
朝
日
百
科
日
本
の
歴
史
五
中
世
Ⅱ
’
十
二
後
醍
醐
と
尊
氏
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
六
年
）
、
網
野
善
彦
「
異
形
の
王

権
」
（
『
網
野
善
彦
著
作
集
六
転
換
期
と
し
て
の
鎌
倉
末
・
南
北
朝
期
一
岩
波
書
店
、
初
出
一
九
八
六
年
）

（
皿
）
渡
邊
歩
「
後
醍
醐
親
政
初
期
の
洛
中
酒
鑪
役
賦
課
令
を
め
ぐ
っ
て
」
含
ア
ジ
ア
文
化
史
研
究
』
九
、
二
○
○
九
）
、
「
後
醍
醐
親
政
初
期
の
神
人
公
事
停
止
令
」
（
「
ア
ジ
ア

文
化
史
研
究
』
十
一
、
二
○
一
二
・

（
川
）
遠
藤
珠
紀
「
造
酒
司
酒
麹
役
の
成
立
過
程
」
『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
三
六
、
二
○
一
五

（
肌
）
桃
崎
有
一
郎
「
建
武
政
権
論
」
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
七
中
世
二
』
（
岩
波
書
店
、
二
○
一
四
）

（
唖
山
田
徹
『
南
北
朝
内
乱
と
京
都
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
二
一
）

（
川
）
『
花
園
天
皇
哀
記
』
元
亨
四
年
六
月
一
六
日
条

（
叩
）
『
中
世
法
制
史
料
集
六
』
八
六
条
、
三
二
五
条
な
ど

（
Ⅷ
）
『
師
守
記
』
暦
応
三
年
（
一
三
四
○
）
二
月
三
十
日
条

（
伽
）
『
師
守
記
』
延
文
元
年
（
一
三
五
六
）
三
月
一
三
日
条
な
ど

（
川
）
『
師
守
記
』
康
永
元
年
七
月
二
日
、
六
日
条

（
Ⅲ
）
佐
藤
進
一
他
編
『
中
世
法
制
史
料
集
二
室
町
幕
府
法
』
（
岩
波
書
店
、
初
出
一
九
五
七
）



19－－平安京・京都の都市法と公共領域口

（
川
）
『
師
守
記
」
貞
和
三
年
（
一
三
四
七
）
十
月
三
日
条

（
川
）
『
葉
黄
記
』
宝
治
元
年
三
月
十
一
日
条

（
Ⅲ
）
『
師
守
記
』
康
永
元
年
七
月
二
日
、
四
日
、
六
日
、
八
日
、
一
七
日
、
二
十
日
、
二
三
日
、
二
四
日
条

（
皿
）
「
師
守
記
」
康
永
三
年
一
月
一
四
日
条
（
正
慶
制
符
）
、
同
年
六
月
二
四
日
条
（
洛
中
六
斎
日
殺
生
禁
断
）
、
貞
和
元
年
七
月
六
日
条
（
天
変
対
策
先
例
）
、
貞
和
三
年
正

月
十
二
日
条
（
正
和
制
符
）
貞
和
三
年
二
月
一
七
日
（
正
慶
制
符
）
な
ど

（
皿
）
『
園
太
暦
』
貞
和
四
年
一
二
月
二
五
日
条

（
脇
）
『
師
守
記
』
貞
和
元
年
七
月
六
日
条
。
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
が
挙
げ
ら
れ
た
一
方
で
、
赦
に
つ
い
て
は
「
如
赦
令
不
可
有
其
実
」
と
し
て
候
補
か
ら
外
さ
れ
て
い
た
。
筆
者

は
赦
免
を
め
ぐ
る
前
稿
に
お
い
て
、
改
元
詔
書
に
は
赦
令
と
賑
給
の
文
言
が
並
ぶ
の
が
常
で
あ
っ
た
が
、
文
明
改
元
に
お
い
て
一
条
兼
良
が
「
実
際
に
釈
放
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
な
ら
ば
改
元
詔
書
に
赦
を
記
載
す
べ
き
で
は
な
ど
（
『
糠
粕
記
」
応
仁
三
年
四
月
十
七
日
条
、
『
大
日
本
史
料
』
八
編
二
）
と
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
の
貞

和
元
年
も
同
じ
く
、
実
際
に
釈
放
で
き
な
け
れ
ば
赦
が
成
立
し
な
い
と
し
て
い
る
。

（
脳
）
「
中
世
法
制
史
料
集
』
六
、
七
一
七
条
、
『
師
守
記
』
『
園
太
暦
』
貞
和
二
年
十
二
月
二
一
日
条

（
皿
）
下
坂
守
『
京
を
支
配
す
る
山
法
師
た
ち
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
一
二
、
同
「
大
津
神
人
と
山
門
衆
徒
」
「
衆
徒
の
金
融
と
神
人
の
金
融
」
（
『
中
世
寺
院
社
会
と
民
衆
』

思
文
閣
出
版
、
二
○
一
四
）
、
同
「
中
世
土
倉
論
」
書
中
世
寺
院
社
会
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
○
○
二
な
ど
。
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
に
は
京
都
の
日
吉
神
人
だ

け
で
な
く
土
倉
全
般
に
対
し
て
「
土
倉
課
役
神
人
沙
汰
二
十
一
万
疋
、
庁
沙
汰
五
万
五
千
疋
」
と
多
額
の
賦
課
が
行
わ
れ
た
。

（
肥
）
山
田
徹
『
南
北
朝
内
乱
と
京
都
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
二
二

（
皿
）
『
光
明
院
哀
記
』
康
永
元
年
（
一
三
四
二
）
五
月
八
日
条

（
脳
）
佐
々
木
文
昭
「
中
世
公
武
新
制
の
研
究
」
（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
八
）
。
ま
た
北
朝
の
政
務
や
裁
判
制
度
に
つ
い
て
は
、
森
茂
暁
『
増
補
改
訂
南
北
朝
期
公
武
関
係
史

の
研
究
』
（
思
文
閣
出
版
、
二
○
○
八
）

（
川
）
『
師
守
記
』
康
永
元
年
六
月
二
日
条

（
Ⅲ
網
野
善
彦
「
古
代
・
中
世
の
悲
田
院
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
網
野
善
彦
著
作
集
十
三
中
世
都
市
論
」
二
○
○
七
、
初
出
一
九
八
五
）
、
『
中
世
法
制
史
料
集
六
』
「
法
曹
至
要

抄
」
七
六
条


